
はしがき 本稿は，平成25年2月20日開
催の国際課税研究会における東京大学大学院法
学政治学研究科教授増井良啓氏が報告した
「Graetz 教授らによる技術革新と国際課税に
関する論文を読む―Michael J. Graetz and
Rachael Doud, Technological Innovation, In-
ternational Competition, and the Challenges of
International Income Taxation, 113 Columbia
Law Review, March 2013」と題する講演内容
を取りまとめたものである。

○本論文を紹介する趣旨

今回は，Michael J．Graetz and Rachael
Doud，Technological Innovation，International
Competition，and the Challenges of Interna-
tional Income Taxation，１１３ Columbia Law
Review__，March ２０１３を取り上げる（以下「本
論文」という。）。共著者の Graetz 教授は現在，
コロンビア・ロー・スクール教授であり，イ
ェール・ロー・スクール名誉教授であって，こ
の研究会でも別の論文が紹介されている１。
Doud 氏は２０１２年にイェール・ロー・スクール
で法務博士号（ＪＤ）を取得した。

本論文を紹介する理由は，研究開発（以下「Ｒ
＆Ｄ」という。）による技術革新に対して租税
政策がいかなる経済効果を有するかについて広
く実証研究をサーベイしている点が参考になる
のみならず，知的財産（以下「ＩＰ」という。）
に対する租税政策の２つの方向――①インセン
ティブの供与と②所得移転の制限――をくっき
りと示しているからである。

①と②の相互関係は複雑であって複数の解釈
を許すところ，いま，①租税優遇措置によるイ
ンセンティブ供与がＩＰ創出・保有の拠点を
「国内に引き寄せよう」とする方向であるとす
れば，②ＩＰ所得の軽課税国への移転を制限す
る措置はＩＰ創出・保有の拠点が「国外に逃げ
ていく」ことを抑制する方向であると考えるこ
とができる２。①と②は必ずしも相互排他的で
はなく，一国の税制が同時に両方向の立法措置
を複数講ずることも多いが，方向感としてその
いずれを強調するかは，立地をめぐる国際競争
が激化する中，一国の租税政策のあり方として
重要な論点となってきている。

国富の創出に占める技術革新の重要性を反映
し，日本においても，ＩＰ所得の課税をめぐる
議論がさかんになりつつある。たとえば，本研

Graetz 教授らによる技術革新と
国際課税に関する論文を読む

東京大学大学院法学政治学研究科教授 増井良啓

１ 青山慶二「所得課税における利子費用の取扱いの多国間解決方法」租税研究７２１号（２００９年）１７２頁，増井良啓「欧
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究会でも，諸外国のパテント・ボックス税制を
詳細に比較検討する論文が紹介されている３。
また，パテント・ボックスとＲ＆Ｄ租税誘因措
置の効果を比較し，各国のパテント・ボックス
と日本の外国子会社合算税制の関係を論じる研
究がある４。さらに，立法の動きとしても，２０１２
年８月３日にはいわゆるアジア拠点化推進法
（特定多国籍企業による研究開発事業等の促進
に関する特別措置法）が公布され，その支援措
置として，主務大臣の認定を受けた国内関係会
社に対して法人税の所得控除が認められた５。
しかも，平成２５年度税制改正の大綱は，「成長
と富の好循環」の実現をうたって，研究開発税
制の総額型の控除上限額を法人税額の２０％から
３０％に引き上げるとともに，特別試験研究費の
範囲に一定の共同研究等を追加することとして
いる。このような日本の租税政策論の現状から
しても，本論文の問題設定はタイムリーなもの
と考えられる。

そこで，以下では，本論文の骨子を簡潔に要
約し，いくつかコメントを付す。なお，紹介対
象とした本論文の原文テクストは，Social Sci-
ence Research Network のウェブサイトにア
ップロードされたドラフト版を用いている。そ
のため，対応する頁数はドラフト版のそれであ
る。Columbia Law Review に公刊される前の
版を対象にしていることに，あらかじめ留意さ
れたい。

○本論文の要旨

はじめに，本論文の要旨を訳出しておこう
（図表１）。

図表１ 本論文の要旨

今日，経済成長に対する技術革新の根源
的重要性を疑う者はいない。また，研究開
発が継続的な技術革新にとって不可欠であ
って，政府の支援がなければ過少供給され
ることについては，コンセンサスがある。
技術革新に対する大量の政府支援が，いた
るところにある。技術革新―知的財産（Ｉ
Ｐ）の開発―こそが，国富を形成する上で
重要な要素となってきた。

世界中のポリシーメーカーは，Ｒ＆Ｄお
よび技術革新からの利得に対する租税優遇
を立法化してきた。しかしながら，世界経
済が相互接続度を増すに伴い，技術革新を
支援するための費用効率的な手法を設計す
ることはかなりの程度において一層困難に
なっている。労働と資本の可動性がクロ
ス・ボーダー貿易と相まってことがらを大
きく面倒にする。労働と資本の可動性と国
際貿易のおかげで，政府支援の性質とレベ
ルに応じて，Ｒ＆Ｄの立地や所得稼得の立
地を変更することができるからである。こ
れらに加え，多国籍企業は，ＩＰ生産の場
所・ＩＰ保有の場所・ＩＰ所得の場所を国
境を越えて柔軟に移転し，課税上有利な法
域に居住地を有する新会社を設立するから，
費用効率的なインセンティブの設計はさら
に難しくなる。ＩＰ開発費用およびＩＰ所
得について適切な課税ルールを立案するこ
とが，国際所得課税にとって中心的な課題
となった。

技術革新を推進する適切な国家政策の構
築は，主に自国の市民と居住者の厚生を増

３ 岡田至康「米国はパテントボックスの検討をすべき時か？」租税研究７５５号（２０１２年）２７８頁。なお，アジア各国
の経済特区については，梁瀬正人・岡田至康「アジアにおける特区制度―税制を中心として」税研１６４号（２０１２年）
５２頁。

４ 本庄資「パテント・ボックスはタックス・ヘイブンか」『オフショア・タックス・ヘイブンをめぐる国際課税』（日
本租税研究協会，２０１３年，初出は２０１２年）５１２頁。

５ 下田聡「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の概要」T&A Master４８４号（２０１３年）
２２頁。
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大させるためにこれを支援する政府にとっ
て，非常に困難になった。それゆえ，これ
はほとんど驚くべきことではないのだが，
これらの便益の多くまたは全部を争奪しよ
うとする各国の競争から生じた種々の公共
政策は，ときおり隣人窮乏化的側面を有し
ており，多くの場合に擁護することはおろ
か理解することすら難しい。そのような公
共政策を評価する場合の困難は，かかる試
みが実証面の不確実性に満ちている場合に
増幅されるものであるが，本件はまさにそ
のような場合である。

租税政策は，Ｒ＆Ｄを刺激して引きつけ，
技術革新からの所得の一部を争奪するため
の国家政策上の努力の目玉となっている。
本論文において，私たちは，技術革新を支
援する次の３つの主要な租税政策を分析す
る。すなわち，�１Ｒ＆Ｄインセンティブ，
�２いわゆるパテント・ボックス，および，
�３「高度な製造（advanced manufactur-
ing）」に対する租税優遇である。私たちは
まず，各種インセンティブの現状と，それ
らの有効性に関する経済的証拠を示す。次
に，ＩＰ所得に対する所得税を軽減するた
めに多国籍企業が用いる通例のテクニック
を簡潔に述べる。しかるのち，各種インセ
ンティブの健全性に評価を加え，米国が技
術革新を促進する上で現在直面している挑
戦にいかに対応しうるかについて提言を行
う。経済的証拠の広範な検討に基づき，私
たちは，せいぜいＲ＆Ｄインセンティブの
みが正当化されると結論する。

私たちはまた，米国多国籍企業がＩＰ所
得を軽課税法域やゼロ課税法域に移転する
機会を制限するための近年の提案を要約す
る。この関係で，私たちは，米国売上に基
づいて米国税を課すことを強調する新改革

を提案する。この種の提案は米国議会が企
業［税制］改革６を取り上げる際に真剣な
検討に値する。

○本論文の構成

本論文は６節から構成される。Ⅰで論文全体
の趣旨を述べる。ⅡからⅣで，Ｒ＆Ｄインセン
ティブ，パテント・ボックス，製造に対するイ
ンセンティブのそれぞれについて，米欧の実例
と経済効果をサーベイする。Ⅴではやや角度を
変えて，多国籍企業のＩＰ所得移転の実態を示
す。しかるのち，Ⅵにおいて，各種インセンテ
ィブの効果を評価し，ＩＰ所得移転を制限する
案を提示する。

論旨の流れを図式化すると，序論（Ⅰ）→３
つのインセンティブ措置に関する本論（Ⅱから
Ⅳ）→所得移転に関する本論（Ⅴ）→以上を踏
まえた評価と提案（Ⅵ）となる（図表２）。

図表２ 本論文の論旨の流れ

Ⅰ 序―本論文全体の趣旨
↓
ⅡからⅣ 米欧の実例と経済効果のサーベ

イ
Ⅱ Ｒ＆Ｄインセンティブ
Ⅲ パテント・ボックス
Ⅳ 製造インセンティブ
↓
Ⅴ 多国籍企業によるＩＰ所得移転の実態
↓
Ⅵ 提案―各種インセンティブの評価とＩ

Ｐ所得移転の制限案

６ 原文は business reform であるが，税制改革のことを意味するものと理解して，訳文を補った。これに対し
て，２０１３年２月２０日の研究会では，ビジネス環境全体の変革を意味するものと理解できるから，「税制」の語を補
う必要はないのではないかという意見があった。
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○各節の概要

本論文の目次（図表３）に即して，もうすこ
し詳しく各節の概要を見ていこう。

図表３ 論文の目次

Ⅰ 序
Ⅱ Ｒ＆Ｄに対する米国と欧州の租税イン

センティブ
Ａ Ｒ＆Ｄに対する租税インセンティブ
Ｂ Ｒ＆Ｄ租税インセンティブはどの程

度効果があるか
Ⅲ 欧州のパテント・ボックス

Ａ ＩＰ所得に対する租税優遇
Ｂ 米国におけるパテント・ボックスの

提案
Ｃ パテント・ボックスはどの程度効果

があるか
Ｄ Ｒ＆Ｄおよびパテント・ボックスに

関する証拠の要約
Ⅳ 「高度な製造」に対するインセンティ

ブ
Ａ 米国の製造インセンティブ
Ｂ 欧州の製造インセンティブ
Ｃ 製造インセンティブの正当化根拠

１ Ｒ＆Ｄと製造のつながり
２ 製造インセンティブの他の正当化

根拠
Ⅴ 多国籍企業がプレーする租税最小化

ゲーム
Ⅵ 租税政策上の挑戦を解決する

Ａ インセンティブを評価する
Ｂ ＩＰ所得移転を制限する努力
Ｃ 結論

Ⅰ 序
Ⅰは，全体の趣旨と構成を述べる序の部分で

あって，その内容はすでに紹介した。これに続
き，ⅡからⅣが，各種インセンティブ措置を検
討する。

Ⅱ Ｒ＆Ｄに対する米国と欧州の租税インセン
ティブ
Ⅱは，Ｒ＆Ｄに対する米国と欧州の租税イン

センティブがどのようなものであり，その経済
効果がどうなっているかを文献サーベイにより
明らかにする（８－２１頁）。

Ｒ＆Ｄを促進するための租税優遇措置は新し
いものではない。本論文は次の例を挙げる。
＊米国は１９８１年にＲ＆Ｄ税額控除を採用した。
＊フランスの研究税額控除は１９８３年以来存在す

る。
＊アイルランドは１９７０年代にパテント所得を非

課税にし始めた。
そして，Ｒ＆Ｄインセンティブ税制の展開に

つき，本論文は，「時間がたつにつれ，さらに
多くの国々がかかる誘因措置を導入したし，か
かる誘因措置を用いる国々はそれらをより気前
の良いものにした。それらの有効性について明
確な証拠が欠如しているにもかかわらず，であ
る。」と指摘する（８頁）。

ⅡＡ Ｒ＆Ｄに対する租税インセンティブ
ⅡＡは，米欧におけるＲ＆Ｄ誘因措置の実例

を短く描写し，ＥＵ諸国において誘因措置がよ
り寛大なものになりつつある傾向を示す（９－
１２頁）。たとえば，フランスの例である（１１頁）。
すなわち，
＊２００４年に研究税額控除を拡大し，増額分のみ

に対するしくみから，増額分に対する４０％の
税額控除と総額に対する１０％の税額控除を併
用するしくみにした。

＊さらに２００８年にこれを拡充して，Ｒ＆Ｄ増額
要件を廃止したうえで総額に対する税額控除
率を３０％に引き上げた。

＊２００８年にはまた，税額控除を利用できる支出
額の上限を撤廃した。
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ⅡＢ Ｒ＆Ｄ租税インセンティブはどの程度効
果があるか
ⅡＢは，Ｒ＆Ｄ租税インセンティブがどの程

度効果があるかについて，実証研究を行う既存
文献をサーベイする（１２－２１頁）。本論文によ
ると，最も効果的な技術革新租税誘因措置です
ら，それを採用する国の政策目標を達成する上
で費用効率的であるとする証拠は少ない（１２頁）。

実証研究には，２つの系統がある。第１の系
統は，Ｒ＆Ｄの規模に関するものであって，Ｒ
＆Ｄ誘因措置が追加的なＲ＆Ｄをもたらす上で
どの程度効果的であるかを測定するものである。
測定の指標としてよく用いられるのが，①費用
便益比率（cost―benefit ratio）と②Ｒ＆Ｄ価格
弾力性（price elasticity of R&D）である。

①費用便益比率は，租税誘因措置による税額
減少額と，Ｒ＆Ｄ支出の増加額を比較するもの
である。実証研究の結果，幅広いレンジの費用
便益比率が明らかにされている（１３－１４頁）。
そのこと自体は，各国の異なる時期の異なる誘
因措置に関するデータを扱っていることからす
ると，驚くべきことではない。だが，同一国に
おける同時期を扱った研究についても，分析方
法とデータ・セットにより費用便益比率に大き
なばらつきがある。たとえば，次の例である。
＊Bronwyn Hall は，１９８０年から１９９１年にかけ

ての米国製造業のサンプルを扱い，Ｒ＆Ｄ税
額控除の費用便益比率を２と推計した。

＊こ れ と 対 照 的 に，William McCutchen
は，１９８２年から１９８５年にかけての米国Ｒ＆Ｄ
税額控除の製薬産業に対する効果を研究し，
費用便益比率を０．２９と推計した。
推計値がこれほど異なるということは，費用

便益比率が，Ｒ＆Ｄ税額控除が良い政策である
か否かを信頼性をもって判定できないというこ
とを示唆している（１４頁）。

②Ｒ＆Ｄ価格弾力性は，Ｒ＆Ｄのユーザー・
コストが１％変動することに応じた，Ｒ＆Ｄの
パーセンテージ変動率を測定するものである。
これについても，推計された価格弾力性は，研

究によって大きくばらつきがある（１４－１５頁）。
本論文は複数の実証研究をサーベイして推計値
の分布に広がりがあることを示す（１５頁）。た
とえば，英国財務省のＲ＆Ｄ報告書の推計結果
である。
＊１９７５年から１９９２年にかけてのカナダは，０．０７

である。
＊（１９８３年から１９９７年にかけてのフランス

は，２．６８ないし２．７８である。
実証研究の第２の系統は，立地に関するもの

であって，企業がＲ＆Ｄ活動の立地を決定する
にあたり，Ｒ＆Ｄ租税誘因措置がいかに，また
どの程度，影響するかを検討するものである。
ところが，これについては第１の系統の研究以
上に，十分なことがわかっていない。Ｒ＆Ｄ租
税優遇が立地決定に影響するか否かに関する計
量経済学的証拠は，結論に到達していない（in-
conclusive）のである（１６頁）。

実証研究が存在するのは，国内Ｒ＆Ｄと国外
Ｒ＆Ｄが相互に補完か代替か（complements or
substitutes）についてである（１７－１８頁）。代
替であると判定されれば，企業がＲ＆Ｄ誘因を
利用するために立地を変更していることになる。
もっとも，代替効果が存在するとしても，企業
が各地で行うＲ＆Ｄ総額を調整しているだけな
のか，誘因に応じて実際に新しい研究所を開き
古い研究所を閉じているのかは，不明確であり
続ける。そのため，ここでも結論ははっきりし
ない。このことを示すために，本論文は，
James Hines の研究を挙げる。
＊Hines は，１９９５年の研究で，総計データをも

とに現地Ｒ＆Ｄが技術輸入の代替であるとし
た。

＊Hines は，２０００年の Adam Jaffe との共同研
究で，企業レベルデータをもとに国外市場に
向けた国内Ｒ＆Ｄの減少が国外特許取得の減
少をもたらす，つまり，国内Ｒ＆Ｄと国外Ｒ
＆Ｄが補完的関係にあるという逆の結論に至
った。

他の研究をも総合すると，国内技術革新と
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国外技術革新は企業レベルでは補完関係にあり，
総計値レベルでは代替関係にあるといえそうで
あるが，補完関係を実証した研究が上記 Hines
and Jaffe のものだけであることからすると，
そのようにいうには時期尚早である（１８頁）。

Ｒ＆Ｄ租税誘因措置が企業のＲ＆Ｄ立地を動
かすか否かについて既存の研究は解答を示さな
いけれども，一般的に租税が企業立地に与える
効果に関する実証研究は一定の知見を与えてく
れる（１８－１９頁）。

たとえば，次の研究である。
＊Michael Devereux and Rachael Griffith は，

米国企業がＥＵ域内で生産するか否かの決定
に平均税率が影響しないが，ＥＵ域内で生産
する場合にＥＵ域内のどこに立地するかの決
定には影響するとしている。
Ｒ＆Ｄによるスピル・オーバー効果や，Ｒ＆

Ｄインセンティブが生産と雇用に与える影響に
ついての複数の実証研究も，租税政策の観点か
ら重要である（１９－２０頁）。これらの研究は，
Ｒ＆Ｄインセンティブが追加的な雇用機会を産
み出すが，同時に，非熟練労働者ではなく熟練
労働者に対して資源を移転しうること，また，
すでに雇用されている労働者に支給される賃金
を増加させることを含意している。

以上，ⅡＢの文献サーベイの結果を要約して，
本論文は次の点を指摘している（２１頁）。
＊Ｒ＆Ｄ租税誘因措置はＲ＆Ｄ支出の額とＲ＆

Ｄ従業員の数を増加しうるが，その費用効率
性は支持者が主張するよりも不確実であるこ
と。

＊Ｒ＆Ｄ租税誘因措置は企業のＲ＆Ｄ遂行地の
移転にしばしば寄与し，Ｒ＆Ｄから生ずる正
のスピル・オーバーはしばしば地理的に集中
していること。

＊Ｒ＆Ｄ租税誘因措置の効率性はしばしばその
しくみ・規模・範囲に依存すること。

＊現行のＲ＆Ｄ租税誘因措置が費用効率的であ
るかどうかは未確定であり，それらをいかに
費用効率的にすることができるかに関する解

答も未確定であること。
＊Ｒ＆Ｄインセンティブに関する証拠のほうが，

後述するパテント・ボックスや製造インセン
ティブに関する証拠よりも，有利であること。
このことを，先述した２つの系統の実証研究

（規模に関するものと立地に関するもの）に即
して，図式化しておこう（図表４）。

図表４ Ｒ＆Ｄ誘因措置に関する実証研究のま
とめ

第１の系統：Ｒ＆Ｄの規模に与える影響に
関する実証研究→支出額と従業員数を増
加しうるが費用効率性は不確実。

第２の系統：Ｒ＆Ｄの立地に与える影響に
関する実証研究→立地にしばしば寄与，
正のスピル・オーバーがしばしば地理的
に集中。

↓
Ｒ＆Ｄ租税誘因措置が費用効率的であるか

どうかは未確定。

Ⅲ 欧州のパテント・ボックス
Ⅲは，欧州で導入されているパテント・ボッ

クスを概観したうえで，既存のデータがあまり
に不十分であってその経済効果を適切に評価す
ることができないとする（２１－３６頁）。

順序はやや前後するが，ここで用語法につき
一言する。
＊「パテント・ボックス（patent box）」は，

特許所得に対し優遇税率を提供するものであ
る。

＊「イノベーション・ボックス（innovation
box）」は，特許所得に加え，無形資産から
の所得に対しても優遇税率を提供するもので
ある。

＊以下では，この両者を総称して「パテント・
ボックス」という。
Ｒ＆Ｄ誘因措置とパテント・ボックスの重要
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な違いは，タイミングにある。Ｒ＆Ｄ誘因措置
は費用が生じた時に与えられ，パテント・ボッ
クスは所得を稼得した時に，しかも所得を稼得
した場合のみに，与えられる（２１頁）。

パテント・ボックスのしくみ方は，所得の一
部を控除するか，ＩＰ所得に軽減税率を適用す
るか，ＩＰ所得の一部を非課税にするかのいず
れかである。各国のパテント・ボックス制度は，
優遇適格となるＩＰの種類，ＩＰが自己創出に
かかるものでなければならないか否か，いかな
る所得が優遇の対象となるかにより，さまざま
である。１９７３年に特許所得を非課税にしたアイ
ルランドを除き，欧州諸国は最近になってパテ
ント・ボックスを導入した。フランス，ハンガ
リー，オランダ，ベルギー，ルクセンブルグ，
スペインおよびバスク地方はパテント・ボック
スを用いており，英国も２０１３年からその仲間に
加わる（２２頁）。

ⅢＡ ＩＰ所得に対する租税優遇
ⅢＡは，これら各国のパテント・ボックス制

度を描写する（２２－２８頁）。その内容はすでに
この研究会で詳しく紹介されているので７，こ
こでは省略する。

ⅢＢ 米国におけるパテント・ボックスの提案
ⅢＢは，米国におけるパテント・ボックスの

提 案 に 触 れ る（２９－３１頁）。共 和 党 の Dave
Camp 下院歳入委員会委員長の２０１１年１０月２６日
提案は，法人税率を３５％から２５％に引き下げ，
国外所得が配当として米国に還流する際にその
９５％を非課税にする。無形資産とそれに関連す
る所得の国外移転によって米国課税ベースが浸
食されることに対抗して，Camp 提案が提示し
た３つの選択肢のうちのひとつが，パテント・
ボックスである。そのしくみは，被支配外国法
人（ＣＦＣ）の無形資産から生ずる全世界所得
を米国で即時課税し，米国親法人が無形資産の
外国使用所得の４０％を所得控除するものである。

その結果，ＩＰ所得に対して実効税率１５％で課
税することになる（法人税率２５％の６０％）。

ⅢＣ パテント・ボックスはどの程度効果があ
るか
ⅢＣは，パテント・ボックスにどの程度効果

があるかについて，既存文献をサーベイする
（３１－３４頁）。

パテント・ボックスは比較的に新しい現象で
あるため，それが効果的であるかどうかについ
ての経済的証拠は，Ｒ＆Ｄインセンティブに比
べてずっと少ない。本論文は次の例を挙げる。
＊アイルランドは，Irish Tax Commission が

「非課税措置が技術革新を刺激する上で所期
の効果を持たなかった」と結論したことを受
け，特許所得非課税措置の廃止を決定した
（３１頁）。

＊情報技術とイノベーション財団（Information
Technology and Innovation Foundation，
ITIF）は，「技術革新から社会に与える経済
価値の大部分はＲ＆Ｄ，高熟練労働力，国内
高付加価値製造から生ずるのであって，より
多数の特許を収容することから生ずるのでは
ない。」と述べた（３２頁）。

＊Rachel Griffith，Helen Miller and Martin
O’Connell の最近の推計は，パテント・ボッ
クスが新規ＩＰの立地に有意に影響するが，
税収を減少させるとしている（３２－３３頁）。
ベネルクス諸国のパテント・ボックス導入が
ＩＰ立地に与えた影響をシミュレーションし
て，彼女らは，ベネルクス諸国が保有するＥ
Ｕ特許比率が増加し，英国を含む他のＥＵ諸
国の特許保有比率が減少したと認めた。彼女
らは，英国がパテント・ボックスを導入する
と，ベネルクスの特許保有比率は減少するで
あろうと示唆する。ゆえに，より多くの国々
がパテント・ボックスを導入するにつれて，
パテント・ボックスを導入することのある一
国にとっての利得は減少する。こうして，パ

７ 岡田・前掲注３。
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テント・ボックス制度の導入はすべての国の
税収を減少させると結論される。

＊ＩＴＩＦの最近の報告書はパテント・ボック
スの潜在的経済効果を評価しようとしている
が，パテント・ボックスと経済指標の間の因
果関係を提示・分析しておらず，どこまでが
パテント・ボックスに関連しているかは不明
のままである（３３頁）。

＊米国両議院税制委員会スタッフ（Staff of the
Joint Committee on Taxation）の報告書
は，６つの事例研究に基づき，無形資産を軽
課税国に置くことが多国籍企業の納税義務軽
減の主要な方法になっていると結論する（３４
頁）。この報告書については本研究会でも紹
介があるし８，本論文のⅤでも再度触れてい
る。
以上の文献サーベイを行ったのち，本論文は

次の評価を下す（３４頁）。すなわち，アイルラ
ンドの経験が示すように，欧州条約があるため，
ＥＵ加盟国のパテント・ボックスは，特許取得
の基になったＲ＆Ｄが生じた国にのみ適用範囲
を限定することができない。しかしその結果と
して，ＩＰ所有権はきわめて可動性が高いから，
国内におけるＲ＆Ｄや製造その他の生産活動を
パテント・ボックスが実際に確実に促進するよ
うにすることが困難になってしまっている。

ⅢＤ Ｒ＆Ｄおよびパテント・ボックスに関す
る証拠の要約
ⅢＤは，Ｒ＆Ｄ租税優遇措置とパテント・ボ

ックスに関する実証研究を要約し，それらイン
センティブ措置の有効性ははっきりしないまま
であると述べる（３４－３６頁）。

すなわち，Ｒ＆Ｄインセンティブは追加的Ｒ
＆Ｄを促進するように見えるし，パテント・ボ
ックスは追加的ＩＰ所得を引き寄せるように見

える。Ｒ＆Ｄ租税誘因措置が雇用と生産を増加
するといういくつかの証拠もある。さらに，少
なくとも一定程度には，租税優遇措置がもたら
す追加的なＲ＆ＤとＩＰ所得が別の法域から移
動することを示す多くの証拠がある。総合する
と，これらのインセンティブは，技術革新活動
の純増をもたらすかもしれないし，もたらさな
いかもしれない（３５頁）。

本論文は，パテント・ボックスの有効性を判
定するために既存のデータはあまりに限られて
いるとし，パテント・ボックスを導入国の目的
を２つのタイプに分ける（３５頁）。タイプ１は
国内で技術革新が起きることを目標にするもの
で，オランダや英国がその例である９。タイプ
２は単にＩＰ所得から生ずる税収のごく一部分
を争奪することを目標とするもので，ルクセン
ブルグがその例である。そして，タイプ１に属
する国にとっては，パテント・ボックスの有効
性を疑う理由が存在する。なぜなら，パテン
ト・ボックスはＩＰ所有とＩＰ所得の立地に影
響するように見えはするものの，ＩＰ創出の基
になるＲ＆Ｄの有意な増加を伴わないかもしれ
ないからである。

ここまでの論旨をまとめておこう（図表５）。

図表５ パテント・ボックスの経済効果に関す
る実証研究のまとめ

パテント・ボックスの有効性を判定するに
は，既存のデータはあまりに限られている。
↓
パテント・ボックスはＩＰ所有とＩＰ所得
の立地に影響するように見えはするものの，
ＩＰ創出の基になるＲ＆Ｄの有意な増加を
伴わないかもしれない。

８ 増井良啓「米国両議院税制委員会の所得移転事例研究を読む」租税研究７３４号（２０１０年）２４２頁。
９ ２０１３年２月２０日の研究会では，英国は，欧州大陸諸国がパテント・ボックスを導入する中で，ＩＰ国外移転によ

る税収減をカバーするためにパテント・ボックスを導入したのであって，むしろタイプ２ではないかという意見が
表明された。英国パテント・ボックスの導入プロセスについては，本庄・前掲注４・５２８頁。
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Ⅳ 「高度な製造」に対するインセンティブ
Ⅳは，いくつもの国が税制インセンティブに

よって自国内に製造を引き寄せようとしている
ことを示し，その正当化根拠を批判的に吟味す
る（３６－５７頁）。

ⅣＡ 米国の製造インセンティブ
ⅣＡは，米国の製造業が恩恵を受ける各種の

租税優遇措置を記述する（３６－４０頁）。次のも
のがある。
＊加速減価償却。
＊２００４年法による「国内生産活動」に対する９％

所得控除。これは，ＷＴＯで輸出補助金がク
ロ判定された後に設けられたもので，国内製
造を支援するものとされているが，実際には
スターバックスのように一般に製造業とは考
えられていない企業もその恩恵を被っている。

＊２００９年法による高度な製造税額控除（Manu-
facturing Tax Credit，MTC）。

＊２０１２年オバマ政権「企業課税改革のフレーム
ワーク（Framework for Business Tax Re-
form）」による上記「国内生産活動」９％所
得控除の１０．７％への引き上げ。さらに，不特
定の「高度な製造活動（advanced manufac-
turing activities）」に対して，より大きな所
得控除が提案されている。

ⅣＢ 欧州の製造インセンティブ
ⅣＢは，欧州のいくつかの国々が製造業に対

して租税誘因措置を講ずる次の例を挙げる（４０
－４２頁）。
＊アイルランド（１９８１年導入，２００２年廃止）
＊チェコ
＊ハンガリー
＊アルバニア（１９９９年以前）

ⅣＣ 製造インセンティブの正当化根拠
ⅣＣは，上に見てきた国内製造に対する租税

誘因措置が健全なポリシーであるかどうかを問
う（４２－５７頁）。検討の俎上にあがるのは，オ

バマ大統領の２０１２年２月「企業課税改革のフ
レームワーク」の指摘する次の３つの正当化根
拠である。
＊雇用創出
＊Ｒ＆Ｄと製造のリンク
＊製造からのスピル・オーバー

これら３つの正当化根拠を以下で吟味する結
果，本論文は，そのいずれもが説得的でないと
の否定的結論に達する（４３頁）。

１．Ｒ＆Ｄと製造のリンク
まず，Ｒ＆Ｄと製造のリンク（link）とは，

「企業課税改革のフレームワーク」の言葉によ
れば，製造業が技術集約的部門であって，Ｒ＆
Ｄが製造業にとって特に重要であることを指す。
２０１１年の大統領科学技術諮問会議（President’s
Council of Advisors on Science and Technol-
ogy）は，製造業が国外に出ていくと，Ｒ＆Ｄ
もそれとともに国外流出するという懸念を語っ
ている。Joe Lieberman 上院議員も同様の懸念
を共有する（４４頁）。

ところが，本論文によると，Ｒ＆Ｄと製造の
立地選択は，ときには別々の考慮に影響を受け
るのである（４５－４８頁）。Ｒ＆Ｄと製造を同じ
場所に立地させるかどうかは，特定の研究所で
行われるＲ＆Ｄのタイプによる。経済学の文献
によると，基礎研究は応用研究に比べて生産活
動と同じ場所に立地することが少ない。このこ
とを示す研究として，次のものがある。
＊Isabel Tecu は，米国の化学応用製品業につ

いて，Ｒ＆Ｄと製造が有意に同一立地するこ
とを示した。

＊Neil Hood and Stephen Young は，英国で活
動する外国会社１４０社について，７８％の研究
所が生産施設の近くに立地することを示した。

＊Bjorn Ambos は，ドイツの多国籍企業４９社
について，研究所を能力活用型（＝応用研
究）と能力増強型（＝基礎研究）に分け，い
ずれも製造との同一立地傾向があるが，前者
のほうがより製造地に近く立地することを示
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した。
＊Walter Kuemmerle も，上記 Ambos と同様

の知見を得た。
重要なのは，ハイテク会社がＲ＆Ｄと生産

を同一立地しない傾向にあるという次の研究
である（４８－４９頁）。ここにハイテク会社と
は，ほとんどのＲ＆Ｄを全体的に行っている
会社のことである。

＊Myriam Mariani は，Ｒ＆Ｄと生産が有意に
同一立地することとともに，ハイテク会社が
両者を同一立地しないことを示した。

＊Mikko Ketokivi and Jyrki Ali―Yrkkoe は，
フィンランドの会社ＣＥＯのインタビュー調
査により，これとやや矛盾する結果として，
Ｒ＆Ｄの強度が同一立地の確率と相関しない
ことを示した。

以上を要するに，経済学の文献によると，
次のことがわかっていることになる（４９頁）。

＊Ｒ＆Ｄと製造はしばしば同じ場所に立地する
が，その度合いは研究ごとにばらつきがある。

＊基礎研究を行うＲ＆Ｄ施設は，応用研究を行
うＲ＆Ｄ施設と比べて，製造拠点と同一立地
する確率が小さい。
こうして，本論文は，製造業を補助すればＲ

＆Ｄの活性化につながるというリンクが弱いと
いう結論に至る（４９－５０頁）。すなわち，製造
業を営む企業によるＲ＆Ｄのレベルは，業種に
よって大きく異なる。それゆえ，Ｒ＆Ｄと製造
の間のリンクは，業種によって大きく異なり，
しかもかかるリンクは製造のみに限られない。
総じて，化学，コンピュータ，電気製品，情報
産業が，Ｒ＆Ｄと特に強いつながりを持つ。し
かし，これらのハイテク産業は，製造とＲ＆Ｄ
を同一立地しないのである。

２．製造インセンティブの他の正当化根拠
本論文は，さらに進んで，雇用創出という正

当化根拠と，スピル・オーバーという正当化根
拠を吟味する（５１－５７頁）。

まず，雇用創出については，製造インセンテ

ィブの提供が雇用を産み出すための健全なある
いは費用効率的な手法であるかどうかは全く明
らかではない（５１頁）。オバマ大統領の「企業
課税改革のフレームワーク」は，製造業が多数
の科学者や技術者を雇用することを強調するが，
上に見たように，米国でＲ＆Ｄや科学技術職が
産み出されないまま米国で製造が行われること
がありうる。

最近の数十年で失われた米国の製造業の雇用
が取り戻せる可能性もない（５１頁）。なぜなら，
生産性が向上したため同様のアウトプットを生
産するために必要な従業員数が減ったからであ
る。１９７９年から現在に至る期間に，米国製造業
の雇用は２０００万人減少したが，米国製造業によ
る付加価値は３分の２増加した。本論文は，こ
の見通しと異なる見解を述べる Gene Sperling
（彼女はオバマ大統領の国家経済会議（Na-
tional Economic Council）の局長），および，
彼女の依拠する William Nordhaus の意見を挙
げて，これに反論する（５２－５３頁）。

次に，製造が価値あるスピル・オーバーをも
たらすという点については，たしかにこれを支
持する研究もあるが，これを反駁する研究もあ
る（５３頁）。
＊Michael Greenstone らの研究は，新規プラ

ントを設立した郡において，プラントの総要
素生産性が１２％増加したことを示し，正のス
ピル・オーバー効果があることを認める。

＊Christina Romer の研究は，しかし，製造業
者間の巨大クラスタ効果は実際には発見困難
であり，スピル・オーバー効果がそれほど大
きくないことを示唆する。

＊Glenn Ellison and Edward Glaeser も，米国
の製造業を調べ，多くの業種でクラスタがわ
ずかであるとする。
こうして，製造業が有意なスピル・オーバー

をもたらすかどうかは明らかではないし，仮に
スピル・オーバー効果があったとしても，製造
業が他の産業に比べてより大きなスピル・オー
バー効果をもたらすかどうかも明らかでない
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（５４頁）。
本論文はこうして，製造インセンティブの３

つの正当化根拠を否定したうえで，米国の多く
の論者が「国内生産所得」に対する特別所得控
除を廃止するのがより良いポリシーであると示
唆していることを付け加える（５６－５７頁）。

以上の論旨を図式化しておこう（図表６）。

図表６ 製造インセンティブの正当化根拠に関
する本論文の評価

３つの正当化根拠は，いずれも説得的で
ない。
＊Ｒ＆Ｄと製造のリンク→業種によって大

きく異なる。
＊雇用創出→費用効率的な手法であるかど

うか明らかでない。
＊製造からのスピル・オーバー→製造が有

意なスピル・オーバーをもたらすかどう
か明らかではない。

Ⅴ 多国籍企業がプレーする租税最小化ゲーム
Ⅴは，多国籍企業が納付する税額を最小化す

る実態を，先行研究に依拠して示す（５７－７０頁）。
この部分の内容は，すでに日本でも周知のこと
であるから，要点のみを摘記する。

本論文は，大多国籍企業が技術革新のための
租税誘因の範囲・姿・有効性に影響を与えるや
り方として，①政治過程におけるロビイングと，
②軽課税国への活動・所得の移転があるとする。
そして，②について，次の点に言及する。
＊ＯＥＣＤの事業再編プロジェクト（５９頁）
＊米国両議院税制委員会スタッフの報告書（６０

－６６頁）１０

＊Double Irish Dutch Sandwich（６６－６７頁）
＊上院 Permanent Subcommittee on investiga-

tions の２０１２年９月２０日ヒアリング「オフシ

ョア利益移転と米国租税法典」（６７－６８頁）。
＊６００億ドルから９００億ドルともいわれる税収損

失の推計額（６８－６９頁）。
本論文は，多国籍企業によるこれらの国際的

所得移転ストラクチャーが，根本的な問題に根
ざしているとする（７０頁）。すなわち，法人の
居住地（residence）に基づいて国際所得課税
を行うということ自体が脆弱な基礎によってい
るのであり，所得の源泉（source）に依拠して
国際所得課税を組み立てること自体が危うさと
操作可能性を有している。しかし，欠陥がある
とはいえ，少なくとも現状においてはこの両方
を前提とするしかない。したがって，究極の問
題は，このような前提制約条件と，ＩＰ租税優
遇措置の有効性に関する知見，多国籍企業がＩ
Ｐ所得を軽課税法域に移転する能力とを勘案す
るならば，果たして何が最も賢明な租税政策で
あるか，ということになる。これが，次節で取
り組む挑戦である。

Ⅵ 租税政策上の挑戦を解決する
本論文は，節を改めて，この挑戦に取り組む

（７０－１０８頁）。まずⅥＡで，ⅡからⅣで見てき
た３つの租税誘因措置の有効性を評価し，相対
的に見てＲ＆Ｄインセンティブが望ましいとす
る。次にⅥＢで，Ⅴで触れた多国籍企業のＩＰ
所得移転に対する制限措置を提案する。

ⅥＡ インセンティブを評価する
Ｒ＆Ｄインセンティブ，パテント・ボックス，

製造インセンティブは，いずれも，高い価値を
有すると考えられている活動を引き留め，引き
寄せるための国家間の競争を反映している（７１
頁）。国家間競争に関する言説はいたるところ
に見られるが，そこでいう競争が何を意味して
いるかについての分析はほとんど存在しない
（７２頁）。本論文は，上記３つのインセンティ
ブがそれぞれ何をめぐる競争であるかを示した

１０ 増井・前掲注８。
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のち，誘因措置を有効な手段として設計できる
かに論を進める（７３－８１頁）。次の点が指摘さ
れる。
＊Ｒ＆Ｄインセンティブとパテント・ボックス

のどちらが望ましいか（７３－７４頁）。両者の
主な違いはタイミングにある。技術革新過程
の入口で費用が生じる時点で供与するのがＲ
＆Ｄ誘因措置であり，ＩＰから所得が得られ
る出口の時点で供与するのがパテント・ボッ
クスである。もし資本市場が完全であり，Ｒ
＆Ｄ支出のリターンが確実であったとすれば，
両者のいずれを選ぶかについて人々は無差別
であるかもしれない。しかし，そもそも技術
革新を補助する理由は，技術革新のリターン
の金額と場所を測定できないことにあった。
また，経済的証拠によると，Ｒ＆Ｄからのス
ピル・オーバー便益を強調していた。これら
のことから含意されるのは，望ましいスピ
ル・オーバーがより強く関係するのは，ＩＰ
所得の稼得地よりも，Ｒ＆Ｄ活動の場所であ
るということである。ＩＰ所得への軽減税率
は可動性の高いＩＰ所得がどこで申告される
かに影響しうるが，ＩＰ所得の所在をどこに
するかの決定が，それに関連するＲ＆Ｄ活動
の立地やスピル・オーバーが生ずる立地に依
存すると信ずる理由は，今日，ほとんど存在
しない。そうなると，Ｒ＆Ｄインセンティブ
のほうがパテント・ボックスよりも望ましい
ということになる。

＊Ｒ＆Ｄインセンティブの設計（７４－７６頁）。
具体的には，Ｒ＆Ｄの範囲決定（いつ終了す
るか），増加型Ｒ＆Ｄの適否，還付の可否が
問題になる。Ｒ＆Ｄ租税誘因措置は不可避的
に過度に広範になってしまうので，政府によ
る資金供与や債務保証といった手法のほうが
より狭く標的を絞ることができる。

＊パテント・ボックスの設計（７６－７７頁）。英
国のパテント・ボックスに関する最近の議論
は，３つの困難を示している。すなわち，Ｒ
＆Ｄが成功した企業のみを利すること，ＩＰ

に帰すべき所得の特定のために「通常の（rou-
tine）」リターンを控除する必要があること，
ＥＵではパテント・ボックスの適用をＩＰ開
発地に限定することが条約上許されていない
こと，である。

＊Ｒ＆Ｄインセンティブとパテント・ボックス
を併用すると，実効税率がマイナスになる可
能性がある（７７－７８頁）。

＊適用範囲の広い製造インセンティブは，Ｒ＆
Ｄを促進するための賢明な方法ではない（７８
－８１頁）。その理由は，ⅣＣで述べた点の繰
り返しであって，多くのタイプの製造業がＲ
＆Ｄをあまり要しないこと，雇用創出効果に
関して意見が分かれていること，スピル・
オーバー効果があるという経済的証拠が得ら
れないこと，である。本論文は，「国内製造
に対して政府が気前よく租税誘因措置を講ず
るべきだという圧力は，健全な経済学よりも
むしろ，政治的アピールとノスタルジアに基
づいているように見受けられる。」と辛口の
評価を加えている。

ⅥＢ ＩＰ所得移転を制限する努力
英国のパテント・ボックス制度と下院歳入委

員会委員長の Camp 提案のいずれもが，ＩＰ
所得の減税に，ＩＰ所得の軽課税法域への移転
を制限する提案を結合している。オバマ大統領
の「企業課税改革のフレームワーク」も，米国
多国籍企業の全世界所得に対するミニマム税
（minimum tax）を示唆している。本論文は，
これらの提案の範囲・構造・相違点を次のよう
に整理する（８２頁）。

ＩＰ所得の国外移転に対する制限案は，５つ
の類型に分類できる（８３頁）。一方で，①移転
価格税制の強化，②定式分配法の採用，③ソー
スルールの改革は，源泉地課税の穴をふさぐも
のである。他方で，④ＣＦＣ税制の拡大は，居
住地課税の強化を意味する。なお，⑤ミニマム
税は，新しいアイディアであって，米国に源泉
があると考える場合について米国多国籍企業と
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外国多国籍企業の双方に適用があるようにする
こともできるし（源泉地課税の方向），米国多
国籍企業のみに適用することもできる（居住地
課税の方向）。オバマ大統領のミニマム・タッ
クスの提案は後者である。

これをまとめると，図表７のようになる。

図表７ ＩＰ所得移転を制限する努力の類型

順に見ていくと，①移転価格税制の強化は，
言うは易し，行うは難しである（８３－８６頁）。
②定式分配法の採用は，欧州のＣＣＣＴＢにも
見られ，売上高のみを基準にすることが考えら
れるが，租税条約との抵触問題がある（８６－８８
頁）。③ソースルールの改革については，Ｒ＆
Ｄ活動地，ＩＰ使用地，ＩＰ登録地，ＩＰ製品
最終消費地のいずれにＩＰ所得の源泉ありとす
るかを選択せねばならず，これは論争的であっ
て多国間コンセンサスを得るのが難しい（８９－
９０頁）。

④ＣＦＣ税制の拡大は，Camp 委員長の提案
において３案が提示されている（９０－９１頁）。
この④と，⑤ミニマム税に共通する問題は，い
かなる所得を適用対象とするかであり，具体的
には，ＩＰにどう関連させるか，販売・能動的
事業所得を除外するか，外国税率の高低をどう
みるかという論点があるとして（９２頁），本論
文は Camp 委員長の３案を子細に検討する（９３

－９４頁）。
以上の検討を経て，本論文は，「国内課税

ベースを浸食するＩＰ所得の移転は，国益をと
りわけ害するものであり，濫用防止ルールの強
化によって是正すべき優先事項たるべきであ
る。」という認識を示し１１，「一国の国際租税政
策の根本目標が，主に市民と居住者の生活水準
を改善することにより，国益を増進することに
ある，という命題に同意する場合には，選択肢
の中からどれを選ぶかを考える際に，次の観察
が役立つ」と述べる（９５頁）。その観察とは，
次の４点である（９５－９７頁）。
＊米国の観点からすると，最大の懸念は米国か

らの所得移転（課税ベースの浸食）であって，
外国からゼロ税率法域への所得移転ではない。

＊米国多国籍企業に対してだけ他国と大きく異
なる制限措置を適用するとインバージョンが
起きるから，ＣＦＣ税制の強化よりも，ミニ
マム税・定式分配・移転価格税制のほうが望
ましい。

＊ＣＦＣ税制やミニマム税の適用要件として低
い外国税率のみを用いると，それに反応して
当該外国が税率を変更したり，多国籍企業が
税率要件を充たす工夫をしたりしてしまう。

＊ＩＰに帰すべき所得を特定することが難しい
ため，ＩＰ所得に対してのみ特別の制度を適
用する試みは，測定と定義に関する困難を生
む。
これらを総合的に考慮し，本論文は，所得移

転の制限措置を講ずる手始めとして，両議院税
制委員会スタッフの所得移転事例研究が移転価
格の検討において着目した事例，すなわち，会
社の米国売上高と米国営業利益との比率から始
めるのがよいとする（９７頁）１２。財務省エコノミ
ストである Harry Grubert も，１９９６年から

１１ ２０１３年２月２０日の研究会では，この認識が本論文の立論の大前提であり，全体的な立論の方向性をドライブして
いるという指摘がなされた。

１２ ２０１３年２月２０日の研究会では，本論文がこの箇所以降，必ずしも十分な論証がないまま，米国売上高に力点を置
く法人税改革の提案を打ち出しているという指摘がなされた。関連して，本論文がⅥＢで定式分配法について検討
している箇所では（８６－８８頁），売上高のみを定式分配の要素とすることの弱点が述べられており，それらの弱点
は本論文の提案にもそのままそっくりあてはまることになると指摘された。

設計次第で上記いずれ
にもなる

⑤ミニマム税の導入

居住地課税の強化④ＣＦＣ税制の拡大

③ソースルールの改正

②定式分配法の採用

源泉地課税の強化①移転価格税制の強化

国
際
課
税

租 税 研 究 ２０１３・４284



２００４年にかけての米国ベース非金融多国籍大企
業７５４社の分析により，低い外国税率が存在し，
多国籍企業が合法的に所得を移転できるので，
これらの多国籍企業の課税所得に占める国外所
得の比率が相当に高くなっており，しかも国外
売上高の比率には有意なインパクトがなかった
としている。

本論文は，ここで，ＩＰ関連所得に関する
ソース・ルールや課税所得算定方法を改変する
可能性に言及する（９７－９８頁）。すなわち，現
行課税ルールでは，動産売却益は売主の居住地
に源泉があるとされ，使用料はＩＰの使用地に
源泉があるとされ，サービスは役務提供地に源
泉があるとされるところ，これらの源泉地決定
ルールをより統一的に，製品販売地および役務
提供地に揃えることが考えられる。また，米国
粗所得を米国売上高を参照して測定し，全世界
Ｒ＆Ｄ費用を売上高の内外比率に応じて按分配
賦することが考えられる。もっとも，現行の
ソース・ルールは世界中で広く用いられており，
米国一国だけでこれを改変するのは現実的でな
いかもしれない。

そこで，本論文は，多くの論者が提案してい
る売上高に基づく定式分配法に言及し，最も直
截なやり方は，全世界所得に対する米国所得の
比率が，全世界売上高に対する米国売上高の比
率を下限とする旨の要件を多国籍企業に課すこ
とであるとする（９９頁）。

このやり方は，付加価値税における仕向地主
義による税源分配基準に似る（１００頁）。米国が
付加価値税を導入すれば，法人税率を１５％に下
げることができるというのが Graetz 教授の持
論である１３。しかし，付加価値税の導入は政治
的に難しい。

本論文は，ここで，さらに大がかりな法人税
改革案に触れる（１００－１０６頁）。いずれも，法
人税の課税ベースを消費型にする提案である。
＊Roseanne Altshuler and Harry Gruber は，

国外所得に対する１５％ミニマム税（国別に決
定）で，国外実物投資を全額費用化する提案
をしている。これは，国外投資につき通常リ
ターンを課税除外する結果，付加価値税に類
似するが，売上の仕向地に基づくものではな
く，多国籍企業の居住地に基づくものである。

＊Alan Auerbach のいわゆる「現代法人税
（Modern Corporate Tax）」。これは，仕向
地主義消費税に，個人段階のみの賃金税を組
み合わせるものであり，現行法人税の代替案
として提案されている。

＊Auerbach 提案の修正その１として，金融フ
ローを計算から除外するもの。

＊Auerbach 提案の修正その２として，内外を
問わず，金融フローをすべてキャッシュ・フ
ロー・ベースで計算に含めるもの。
本論文は，米国に付加価値税が存在しないこ

とに鑑み，売上高を基準とするミニマム税か移
転価格税制が検討に値するとする（１０５頁）。

なお，オーストリアの法人税制は所得税と法
人税を統合しており，オーストリア法人は株主
段階で非課税・軽課税される配当（franked
dividends）を支払うことを欲するため，国内
課税ベースを浸食するインセンティブが米国と
比較して小さい。米国においても，米国法人税
が納付されている場合にはじめて個人株主段階
の受取配当税率を軽減することにすれば，多国
籍企業が法人所得を外国に移転するインセンテ
ィブが減るであろう（１０６－１０７頁）。

以上ⅣＢで述べてきたことを要約して，本論
文はかなり強い調子の文章を示す。原文の雰囲
気を伝えるために，そのまま訳出しておこう
（図表８）。

１３ Michael J．Graetz，１００Million Unnecessary Returns : A Simple，Fair，and Competitive Tax Plan for the United
States（Yale University Press，２００８）．
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図表８ ⅣＢの要約

要するに，ＩＰ所得を軽・ゼロ課税法域
に移転する多国籍企業の能力を制限するこ
れまでの努力は無駄であった。ＩＰが生む
所得を課税しようと努力することのないま
ま価値あるＩＰを開発するインセンティブ
を提供することは，誤っている。米国はＩ
Ｐ所得を引き寄せる必要のある小国ではな
い。米国は大きな国内市場を有する大きな
技術革新的な国なのである。Camp 議員の
代替的提案や Obama 大統領のミニマム税
が含意するように，今こそ，根本的な変革
が不可欠である。しかし，彼らの提案と異
なり，本論文は，会社の米国売上高レベル
と当該会社の最低限の米国課税所得との間
により密接な関係を築くことを強く勧める。
これ以下の改革は成功する見込みがない。

ⅥＣ 結論
ⅥＣは，本論文全体の結論である（１０８頁）。

これも，全文を訳出しておく（図表９）。

図表９ 本論文全体の結論

本論文は，Ｒ＆Ｄ支出，技術革新所得，
製造に対してインセンティブを提供する内
外の所得課税ルールと提言を記述した。米
国におけるパテント・ボックス措置の提案
は，おおむね，かかるインセンティブの欧
州における広範な採用への対応であるよう
に見受けられる。だが，ＥＵ加盟国は米国
租税政策にとっての適切なモデルではない。
なぜなら，ＥＵ加盟国は，ＥＵ条約の解釈
によって厳しく拘束されてきているが，か
かる拘束に米国は直面していないからであ
る。そこで，仮に米国でパテント・ボック

スが採用されたとしても，その適用は国内
で創り出されたＩＰに限るべきである。し
かしながら，経済的証拠の広範な検討に基
づき，本論文は，せいぜいＲ＆Ｄインセン
ティブのみが正当化されると結論する。現
行法よりもより費用対効果の高いＲ＆Ｄイ
ンセンティブが望ましい。製造に対する一
般的なインセンティブはＲ＆Ｄを刺激した
り雇用を創出したりする手段として合格レ
ベルに達しない。産業間の大きなばらつき
に鑑みると，利得の見通しが最大である産
業に対する標的を絞ったインセンティブが
費用対効果が高いであろうが，政治的判断
ミスやえこひいきの危険を悪化させてしま
う。本論文はまた，米国多国籍企業が軽課
税法域やゼロ課税法域にＩＰ所得を移転す
るために現在用いているやり方を記述し，
かかる機会を制限しようとする近時の提言
を要約した。その関係で，本論文は米国売
上高に応じて米国税を課すことを強調する
改革の新提案を提出する。この種の提案は，
米国議会が企業［税制］改革を取り上げる
際に，真剣な考慮に値する。

○コメント

本論文の背景には，米国の租税政策の方向性
をめぐる諸提案間の綱引きがある１４。ⅢＢで言
及される米国のパテント・ボックス提案は，共
和党の Camp 議員がテリトリアル方式への移
行の提案に伴って提案したものである。ⅣＣで
検討される「高度な製造」の優遇措置は，民主
党の Obama 大統領の提案である。本論文は，
これらの提案に対してその有効性を示す十分な
証拠がないと真っ向から批判しているわけであ
る。米国ではごく最近も，連邦議会予算事務局

１４ Barbara Angus，Stephen Bates，Channing Flynn，and Trey Olson，U．S．International Tax Reform Proposals
and the U．S．Technology Industry : Clouds Still Linger，Tax Notes International，January １４，２０１３，１７１．

１５ CBO，Options for Taxing U．S．Multinational Corporations，January ２０１３．
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（Congressional Budget Office，CBO）の多国
籍企業課税報告書１５に対して Camp 議員が「バ
イアスがある」と批判を加え，それに対してＣ
ＢＯが反論するなど１６，国際租税政策のあり方
が政治的にホットな争点であり続けている。

技術革新は経済成長のドライバーである１７。
技術革新にとって不可欠であるＲ＆Ｄは，政府
の支援なしには過少供給になる。そのため一般
論としては，国庫によりＲ＆Ｄを補助すること
が必要である。問題は個別具体の支援措置がコ
ストに見合った効果を発揮するかどうか，また
そうするためにいかなる制度設計が可能かであ
る。

他方で，法人税改革に関する教科書的処方箋
は「課税ベースを広くして税率を下げる」とい
うものである。パテント・ボックスの導入はこ
れと逆行するから，いかなる目標をどのような
経路によって達成するかを明確にし，費用対効
果を十分に検討することが重要である。その意
味で，既存のＲ＆Ｄインセンティブと比較しつ
つ，実証研究の助けを借りて政策論を立てる本
論文の姿勢からは，大いに学ぶべき面がある１８。

ところが，その実証研究の扱い方が，いかに
も Graetz 教授らしい。もともと教授は，実証
研究に不確実性がつきものであることを知悉し
ており，不十分なデータから租税政策への帰結
を導くことに懐疑的であった。たとえば，米国
の税制改革の審議過程において分配表（distri-
bution table）を使用することに対する根本的

批判は，記憶に新しいところである１９。本論文
においても実証研究に対するこのような懐疑的
姿勢は受け継がれているが，ここでは各種イン
センティブの提唱者に論証責任を負わせること
によって立法政策論を方向づけている点に特色
がある。すなわち，技術革新を促進する上での
費用対効果の「証拠が不十分である」というと
ころから，製造インセンティブをはじめとする
各種租税優遇措置の拡充は「租税政策論として
望ましくない」という，かなりはっきりした規
範的評価を導き出しているのである。

Graetz 教授が着目するのは，むしろ，米国
から軽課税国への所得移転など，より現実的な
害悪のほうである。そして，所得移転を抑制す
るためにいくつもの提案を検討し，最後には法
人税制の根本的変革にまで論が及ぶ。ダイナミ
ックで面白い議論の展開であるが，自らの提案
がいかなる帰結をもたらすかについての実証的
証拠を伴った論証は残念ながらなされていない。
たしかに，国内売上高基準によって税源分配を
行うという提案は，米国一国の厚生を最大化す
るという目標には整合的かもしれない。しかし，
自国の当面の税収確保という結論が先行してい
るという印象も残る。世界規模に視野を広げれ
ば，国内消費市場が今後ますます拡大するブラ
ジル，インドや中国のような新興大国にとって
有利に働くことが予想されるから，いわば「待
ってました」２０とでもいわんばかりの利用のされ
方が懸念される。

１６ Reuters，Lawmaker，budget agency spar over taxing corporate profits，Friday，１５February２０１３．
１７ The Economist，January ２１th，２０１３，１９ “Innovation pessimism : Has the ideas machine broken down?”は，技術

革新による経済成長がもはや頭打ちになったという説を紹介し，この説が十分に論証されていないと論ずる。
１８ 神山弘行「税制と特区制度に関する覚書」税研１６４号（２０１２年）３７頁，４２頁注２３は，租税優遇を特定地域に限定す

る特区制度の有効性について検討するためには，「今後，実証的な検討が必要であろう」と述べる。
１９ 増井良啓「Michael J．Graetz，Paint―by―Numbers Tax Lawmaking，９５ Colum．L．Rev．６０９―８２（１９９５）」アメリカ

法１９９６－２（１９９６年）３４３頁。
２０ この表現は，２０１３年２月２０日の研究会における議論に負う。なお，日本には米国と異なり，国税としての付加価

値税がすでに存在し，仕向地主義で課税するから，いわば代替ミニマム税のような機能を有する結果になっている
という指摘もなされた。
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